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「協働のまちづくり」

南笠東学区まちづくり協議会

　

会長

　

清水

　

和麿

　

今年は、 「２０２５年秋

　

滋賀県で開催！わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５」 が開催され、

草津市においても１１競技、１４種目が繰り広げられます。このスポーツの祭典を通してスポー

ツの醍醐味を肌で感じつつ、新たな出会いや粋が生まれることを期待しています。

　

さて、少子高齢化の進行や人々のライフスタイルの変化、価値観の多様化等により、地域の

課題は複雑化・多様化しています。この変化に対応したまちづくりを行うためにはより多くの

主体が防犯・防災、地域福祉等の地域の課題を自分事として意識し、地域住民が支え合い、誰

もが安心して暮らすことのできる「地域共生社会」を実現することが重要と言われています。

　

このような中、令和７年度においては、地域まちづくりの羅針盤となる第３期「南笠東学区

まちづくり計画（２０２１～２０２５）」の見直しの年となり、多様化していく地域の課題を新たに整

理し、対話と協働でつ〈る住みよいまちを目指した第４期計画の策定に努めてまいります。令

和７年度も、 「素敵な出会い

　

みんなで創るまち

　

南笠東」 をスローガンに、引き続き「南笠

東学区まちづくり計画２０２１」 の３つの基本方針を柱として、誰でもが安心して暮らし続けら

れるまちづくりを目指し、皆様方と共に事業を推進してまいりますのでご支援、ご協力いただ

きますようよろしくお願いいたします。
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１． 開会のことば

２． 「草津市民憲章」のＤ昌和

３． ６、れあいあいさつ

４． 令和７年度まちづくり協議会の常任委員の紹介

　

会長あいさつ

５． 出席状況の報告

６． 議案および報告事項について

第１号議案

　

令和６年度事業報告および決算報告について

第２号議案

　

令和７年度まちづ＜り協議会役員の承認について

第３号議案

　

令和７年度事業計画（案）および予算（案）について

（報告分野・部局）

　　　　　

（報告者）

　　

生活関連／地域環境

　　　

自治連合会

　　　　　　

会長

　

棚橋 幸男

　　

人権教育推進

　　　　　

人権教育推進協議会

　　

会長

　

古田

　

昌平

　

健康福祉事業

　　　　　

社会福祉協議会

　　　　

会長

　

清水 和慶

　　

主′１＼仔 苔 齢車掌

　　　　　　　　

主′－＼伴 奏 粛尚 欝 屈△ｉ美

　　

△ Ｅ

　　

纏 岸

　

口口官

　

地域協働合校推進事業

　　　

第「分科会

　　　　

南笠東まちづ〈リセンター 所長

　

中出 高明

　　　

第２分科会

　　　　

南笠東小学校

　　　　　

校長

　

堀江 和男

　　

まちづくり事務局

　　　

南笠東まちづくりセンター

　　

所長

　

中出 高明

７． 開会のことば

　　　　

まちづ＜り協議会

　

副会長

　

棚橋 幸男

●推進体制（事業部局と事務局）

　　　　　

事業部局 【担当団体】 担当分野・範囲

事

　

生活関連事業部局

　　　　　　　　　　

地域環境．防災や地域の安全に関する分野

業

　　　　　　　　　　　　

【自治連合会】

　

人権教育の推進に関する分野【人権教育推進協議会】

推

　

健康福祉事業部局
【社会福祉協議会】

　

地域の福祉や健康に関する分野

進

　

青少年育成事業部局

　　　　　　　　　

青少年の健全育成ならびに非行防止活動

　　　　　　　

【青少年育成学区民会議】
部

　

地域スポーツ事業部局
【体育振興会】

　

地域スポーツの振興に関する分野

局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１分科会 （まちづくりセンター）

　　

地域協働合校推進事業部局

　　　　　　　

協働を育む事業・わんぱくプラザ

　　　　　　　　　　　

【地域協働合校】

　

第２分科会 （小学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大人と子どもの関わり事業

　

まちづくり事務局

　　　　　　　　　　　　

まちづくりセンターの管理運営

　　　　　　　　

【まちづくりセンター】

　

地域情報の発信・事業部局間の調整・サポート

－２－



第１号議案

　

令和６年度事業報告および決算報告について

　

（第１号議案－１

　

令和６年度事業報告書）

　　

（１）学区のシンボル事業

　　　

①ふれａｉフェス南笠東２０２４

　　　　

（主催）ふれａｉフェス南笠東実行委員会（自治連、社協、地域協働合校他）

　　　　

１０月１９日（土）９：３０ ～ １ ４ ： ３０ 参加者数：５００名程度

　　　　

住民自治組織、学区で活動する諸団体、まちづくりセンター利用者団体等の人々が協働

　　　　

して取り組む。 新名称に変更し、 新キャラクター 「南笠東もも子」 が誕生。

　　　　

（まちづくりセンター） ステージ発表、 体験、 啓発コーナー、 作品展示、 健幸測定

　　　　

（南笠東小学校） 体験コーナー

（２）地域のふれあい推進、環境整備、地域安全と交通安全の取り組み

（生活関連事業部局／地域環境：自治連合会）

①地域のふれあい推進、担い手確保に関する取組み

　

◎地域のふれあい推進

　　

（ふれａｉフェス南笠東２０２４）

　　　　

自治連合会担当ブースの開設、防犯啓発品の配付餅まき、新横断幕の作成

　　

（防災フェスタ）

　　　

防災啓発品の提供、 子どものワークショップ

　

◎担い手確保

　　

（自治連合会研修）

②狼川河川公園の維持管理、学区内環境美化の推進

　

各町内会にて河川愛護を兼ね清掃活動を実施、花いっぱい運動の実施

③地域安全と交通安全の取り組み

　

交通安全教室の開催（１１月２１日（木））

　

立命館学生によるスクールガード（南笠東小学校児童の登校時の見守り）

④災害に強いまちづくり

　

防災研修会、 防災フェスタへの参加

（３）人権教育推進の取り組み（生活関連事業部局／人権推進：人権教育推進協議会）

　

人権意識の高揚を図り、住みよい地域社会を形成するための取り組み

　

①第３・第４講座の開催

　　

町内学習懇談会を進めるにあたり、市同推協主催の第１・２講座に続き開催

　　　

・第３講座

　

７月１９日（金）

　　　　

演題：「人権を基盤とした包括的性教育とは～子ども若者の現状から考える～」

　　　　

講師：まちの保健室「ちむちむ」代表

　

脇野

　

千恵さん

　　　

・第４講座

　

９月６日（金）

　　　　

第１部「同和問題の理解や課題の解決に関する学習」

　　　　　

演題：～人権の学び（普遍的視点と個別的視点を踏まえて）～－共に生きる－

　　　　　

講師：草津市同和教育啓発講師団

　

上寺

　

和親さん

　　　　

第２部「町内学習懇談会の進め方について」

　　　　　

講師：草津市立人権センター

　

諸頭

　

正樹さん

　　　

各町内会で１０月から１２月上旬にかけて町内学習懇談会を開催

－３－



②人権のつどいの協賛、管外研修の実施

　　

・南笠東小学校

　

人権学習会 １２月１７日（火）に協賛

　　

・管外研修

　

９月１９日（木） 立命館大学国際平和ミュージアム、柳原銀行記念資料館

③実践発表のつどいの開催

　

２月１５日（土）

　　

・人権作品（標語、作文・ポスター）入選者の表彰、実践発表など

　　

・広報紙

　

南笠東学区人推協だより「紳」２５号発行

　

３／１に全戸配布

（４）高齢者福祉、地域福祉推進の取り組み（健康福祉事業部局：社会福祉協議会）

　

①高齢者福祉事業の実施

　　

・学区敬老会事業

　

９月１５日（日）参加者数：１５６名

　

場所：びわ湖大津プリンスホテル

　　　

内容：全対象者 （１４４９名） へ記念品 （お祝いメッセージ、 あずまバッグ）、 イベン

　　　　　　

トの案内チラシを配布。 敬老会イベントとして、 びわ湖大津プリンスホテル

　　　　　　

での会食、 子 どもたちのメッセージビデオ、 ミニコ ンサー ト、 コント、 ミニ

　　　　　　

ライ ブ公演

　　

・ふれあいサロン

　

１１月８日、 １５日（金） 参加者数：１５１名

　　　

内容：６５歳以上の方を対象に定員６０名として、 ２日に分けて実施。 レイカディアえ

にしの会キーボード演奏、健康体操、健康推進員さんの手作り弁当。
・高齢者健康教室

第１回

　

９月２６日（木）参加者：３２名

　

内容：よし笛演奏・健康体操・果物ビンゴ

第２回

　

１０月２２日（火）参加者：３６名

　

内容：琴城流大正琴演奏で歌う

②地域福祉推進事業の実施

　　

・健幸なまちプロジェクト

　

（健幸講座７回実施）

　　

・支え合い運送支援事業

　

ボランティア運転手５名、利用登録者１６４名、 利用数

　

延３６５件

　　

・社会福祉協議会広報紙「水茎４２号」 （４月１日）発行。 学区内全戸配布

　　

・びわこ学園との交流１０月２７日（日） 場所：びわこ学園

　　　

内容：びわこ学園のおまつりに参加し、 贈呈式実施。

　　

・委員研修

　

１月２３日

　

参加者２４名

　　　

内容：学区社協の高齢者福祉部会、民生福祉部会委員が福祉活動に資することを

　　　　　　

目的に研修。

（５）青少年健全育成の取り組み（青少年育成事業部局：青少年育成学区民会議）

　

①

　

委員研修

　

９月９日

　　

１４名参加

　　　

社会福祉法人小鳩会・法務少年支援センターおうみ（大津鑑別所） を訪問（施設の概

　　　

要説明、 施設内訪問）

　

②

　

めだか学級

　

（計

　

親子２５組、 ５９名参加）

　　　

”七夕会” ”クリスマス会”ＧＩＮＬＡＬＡさんによる演奏および音楽に合わせた軽運動、手

　　　

形アート、 ベビーマッサージ体操とサンタさんからのプレゼント

　　　

幼児向け絵本１１冊の購入（南笠東まちづくりセンター内に設置）

　

③

　

愛の声かけ・あいさつ運動と標語優秀作品の表彰

　　　

・南笠東小学校児童の皆さんに愛の声かけ・あいさつ運動を行い見守り活動を実施

　　　

・小学生からあいさつ運動啓発作品の募集を行い、優秀作品の表彰

－４－



④

　

地域の健全な環境を守る活動

　　

・入学式に新１年生にクリアホルダー （挨拶標語やイラストを印刷）と赤鉛筆配付

　　

・小学校６年生への記念品贈呈

⑤ すこやかセミナー

　

第１講１０月２５日

　

テーマ：未来の創り手を育てる玉川中学校の今とこれから

講師：草津市立玉川中学校

　

校長

　

奥村真美氏（５０名参加）

第２講

　

２月２１日

　

テーマ：スマホやＳＮＳのトラブルからを守るために

講師：ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク（株）代表取締役

　

篠原嘉一氏（４４名参加）

（６）地域スポーツの振興の取り組み（地域スポーツ事業部局：体育振興会）

① ふれあい健幸ウオーキング実施

　　　

（４／６

　

５／１８

　

６／１５

　

７／２０

　

８／１０

　

９／１４

　

１０／１２

　

１１／９

　

１２／２１１月８

　

２／１７

　

３／９）

　　　

全１２回実施

　　

参加者：延べ１７３名

②６月１６日

　

グラウンドゴルフ大会開催 （南笠東小学校）参加者：６８名

③１１月３日

　

学区運動会開催 （南笠東小学校）参加者：２２０名

④ ソフトバレー活動第１・３・５日曜日１９：３０～南笠東小学校体育館参加者：延べ２３３名

⑤６月８日 わんぱくプラザ

　

協力

　　

１０月１９日

　

南笠東学区ふれａ

　

ｉフェス

　

協力

　　

１１月３０日 防災フェスタ

　

協力

　　

７月９日

　　

草津市学区対抗スポレク祭

　

ソフトバレー１６名参加グラウンドゴルフ中止

　　

１１月２３日

　

草津市チャレンジスポーツデー

　

グラウンドゴルフ・モルツク実施８２名参加

（７）地域協働合校に関する取り組み（地域協働合校推進事業部局）
第１分科会

　　

南笠東まちづくりセンターを軸に展開する事業

　

① わんぱくプラザ事業の実施（５回、参加者延べ１４０名、保護者２３名）

　　　

地域団体の皆さんの協力を得て、子どもの生きる力を育む体験活動を実施

　　　　

モルック体験

　

６月１日 （土）、 施設見学 （くすり学習館） ７月３０日（火）

　　　　

お餅つき大会１２月１４日 （土）、 新春親子書初め大会１月１１日 （土）

　　　　

新春親子書初め大会表彰式１月２５日 （土）、 お楽しみクッキング２月１日 （土）

　

② 体験教室（参加者１３名

　

保護者３名）

　　　　

南笠東学区に住む留学生を講師に迎え、外国の生活や文化に触れることで異文化理

　　　

解のきっかけとする

　　　　

１日留学体験

　

７月６日（土）

　

３年～６年生の小学生

　

③ 子ども探検隊（３回、延べ

　

参加児童４６名、保護者２２名）

　　　

地域にある資源を生かしふるさと（地域） への愛着心を養う。

　　　

狼川探検

　

６月２９日（土）

　　　

びわこにいる鳥を見てみよう！

　

１１月１１日（月）

　　　

南笠東の歴史を知ろう！

　　

２月８日 （土）

　

④ 夏休み体験広場の開催（参加者１１９名）

　　　

夏休みの子どもの居場所つくり、体験学習を通して地域の方と交流する場の提供

　　　　

夏休みこどものつどい

　

８月５日（月）、 ６日（火）

　　　　

自主教室体験

　　　　　　

７月 ２０日（土）～８月７日（水）８自主教室のべ９回実施

－５－



第２分科会

　　

南笠東小学校を軸に展開する事業

　

地域の方の支援を得てすすめる子どもの学習

　

みな小おうえんたい、民生委員・児童委員さんとの連携

　　

野菜を植えよう、 町探検、 狼川探検、 九九を聞いてもらおう、 昔遊び、 ミシンの学習

　　

生き方プロジェクト、 筆の体験、 おじいちゃん、 おばあちゃんおげんきですか？

　　

ダンスクラブ、 糸のこぎり等

（８）まちづくり事務局 （事務局：南笠東まちづくりセンター）

① 南笠東まちづくりセンターの管理運営

　　

草津市から指定管理者として南笠東まちづくりセンターの管理運営業務を受託

　　

職員配置、貸館業務、講座等の開催、施設の維持管理（施設機器類の保守点検）

　

・貸館業務…貸館件数１， ６３２件、 利用者数

　

延べ１７， ３６０人（年間）

　　

・講座の開催・・やすらぎ学級（６回開催、 受講生６７名、 参加者延べ２２９名）

シニアのつどい（２回開催、参加者延べ５４名）地域学習講座（１回開催、参加者１６名）

　

・施設の維持管理…施設の維持補修と設備機器類の保守点検を実施
②まちづくり協議会事務局

　

南笠東学区まちづくり協議会のスムーズな運営と構成団体の連携を図る

　

各種会合の開催事務、実行委員会事務の他、学区内の情報発信

　　

・まちづくり協議会、 まちづくりセンターの各ホームページに情報掲載

　　

・地域パートーナー情報南笠東の発行 （６回／年）

　　

・各団体の運営サポート（地域団体の活動にあたり、各団体をサポート）

　　

・草津市との協働事業（市長とまちづくりトーク） １０月７日に開催

（９）まちづくり協議会の会議等開催の報告

① 令和６年度まちづくり協議会総会（令和６年５月１８日開催）

　　

・令和５年度事業報告・決算報告、令和６年度役員の承認

　　　

令和６年度事業計画（案）・予算（案）全て承認

② 常任委員会、役員会（審議、報告等の主な項目）

　　

・５月１１日

　

第１回常任委員会・役員会（まち協役員候補者選出、総会議案事項の承認）

　　

・ ７ 月２０日

　

第２回役員会（合同フェスタ新名称、 市長とトークの日程とテーマ）

　　

・９月１６日

　

第３回役員会（まちづくりセンター第３期指定管理、 市長とトーク、
防災フェスタ、 みなくさまつりについて）

　

・１月２７日

　

第４回役員会（総会日程と代議員の選出、次年度主要事業の日程、次年度

　　　　　　　　　

の一括交付金、 第３期指定管理、 ホームページのリニューアルについて）

③ 監査（事業および会計）

　　

・中間監査

　

令和６年１１月２２日

　　

・期末監査

　

令和７年

　

４月３０日

－６－



（第１号議案－２

　

令和６年度決算報告書）

令和６ 年度 活動 計算 書（協議会全体） 期間：令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
南笠東学区まちづくり協議会

　　　　　

（単位：円）

　　

科

　

目

　　　

予算勧） 決算遷喜合計 （差畢）

　　　　　

内容説明

１

　

経常収益（収入の部）

　

１． 受取助成金等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（草津市からの補助金交付金収入）

　　　

受取地方公共団体補助金

　　

７，４７６，０００

　　

６，８０３，４１１

　　

６７２，５８９ 交付金（一括６，９７６，０００一返還金１７２，５８９） 課題角豹決交付金未

　

２． 事業収益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（指定管理関係事業収入）

　　　

事業収益

　　　　　　　　　　

５２，０００

　　　

５７，２００

　

△

　

５，２００ やすらぎ学級受講料（６７名×６００円＝４０，２００円）他

　　　

指定管 理 料

　　　　　　

１９，４６０，０００

　

１９，４５９，５４０

　　　　　

４６０ センター指定管理料収入（１９，４６０，０００円－返還金４６０円）

　　　

受取手数料

　　　　　　　　　

６０，０００

　　　

４９，３８０

　　　

１０，６２０

　

ごみ袋交換、 販売手数料等

　　　

雑 収 益

　　　　　　　　　　　

２７６，０００

　　　

１３１，７７１

　　

１４４，２２９ 印刷・コピー代収入等

　

３． その他収益

　　　

受取利息

　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　

３，８８０

　

△

　

３，８８０ 普通預金利息

　　　

雑 収 益

　　　　　　　　　　　

６００，０００

　　　

６００，０００

　　　　　　

０ 引当金

経常収益計（収入の部合計）２７，９２４，０００

　

２７，１０５，１８２

　　

８１８，８１８

虹

　

経常費用（支出の部）

１． 事業費（交付金事業）

　　

消耗品費

　　

支払交付金

　　

その他費用

　

４７０，０００

４，０４４，０００

　

９９，０００

　

４２，５８４

４，０４４，０００

　

２６，４１６

４２７，４１６

　　

Ｏ

７２，５８４

（一括及び課題角豹決交付金事業、 部局 ［団体］ 交付金分封

部局交付金

　

鵬駕篭長講誓琵琶壷島豊島襲爵
（事業費：一括交付金小計） ４，６１３，０００ ４，１１３，０００ ５００，０００

　　　　　　　　　

１

２． 事業費（指定管理事業等）

　

（１） 人件費

　　

給料手当

　　

法定福利費

　　

福利厚生費

１０，５５０，０００

１，８５５，０００

　　

５８，０００

１０，３７９，４５６

１，７３４，４１９

　　

４１，６２８

１７０，５４４

１２０，５８１

１６，３７２

（指定管理：まちづくりセンター事務局職員人件費）

センター職員給料手当（指定管理４名分）

職員社会保険料事業主負担分（指定管理４名分）
職員健康診断費、福利厚生費（互助会費）

人件費計 １２，４６３，０００ １２，１５５，５０３ ３０７，４９７

　　　　　　　　　

１

（２） その他経費

　

業務委託費

　

消耗品費

　

水道光熱費

　

賃借料

　

租税公課

　

各種引当金繰入

　

その他費用

２，３３９，０００

１，５４２，０００

１，５７０，０００

　

５２９，０００

１，２７２，０００

　　　

Ｏ

　

７３３，０００

２，３５７，７８０

１，５１０，４５１

１，５０４，１０７

　

５３２，６９６

１，１４３，２００

　　　

Ｏ

　

６１２，００９

‘

　

１８，７８０

　

３１，５４９

　

６５，８９３

乙

　

３，６９６

　

１２８，８００

　　　

Ｏ

　

１２０，９９１

（センター人件費除く管理経費十自主事業経費）

　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

廿ＥＶ（４６２千円）、清掃夜間管理（１，２８１千円）、夜間機械警備（９９千円）他

　

唯

　

、、山′〕【

　　　　　　　

↓仏情

　　　　　　　　　　

ｎ

　　　　　　

′”

　　　　　

ムザロ旧告

　　　　　　

仏州熱川ｍ

　

、山′〕

　

Ｈ

　　

丑

　

モ努消耗…品、 事扇努用コピーイ‐Ｃ、老針聞↑℃、 施輯渋
川『埋用消耗溝口↑也

　　　　　　　　　　　　　　

ｌ電気（９８５千円）・水道（３７千円）・ガス代（４８２千円）

印刷機、 複写機、 ＰＣ及びサーバー、 光回線等リース代

消費税（８９５千円）、 法人税（１１９千円）、 県市民税（１１５千円）他

引当金繰入無し

諸謝金（６８千円）通信運搬費（６９千円）、 修繕費（２０千円））他

その他経費計 ７，９８５，０００ ７，６６０，２４３ ３２４，７５７

（事業費：指定管理小計） ２０，４４８，０００ １９，８１５，７４６ ６３２，２５４

３． 管理費（運営交付金事業）

　

（１） 人件費

　　

給料手当

　　

法定福利費

　　

福利厚生費

２，１８７，０００

　

３５８，０００

　　

９，０００

２，０６０，８９８

　

３１６，８３１

　　

８，２８２

１２６，１０２

４１，１６９

　　

７１８

（まちづくり協議会事務局職員人件費）

事務局職員給料手当（交付金１名分）

職員社会保険料事業主負担分（交付金１名分）
職員健康診断費、福利厚生費

人ｆ牛費計 ２，５５４，０００ ２，３８６，０１１ １６７，９８９

（２） その他経費

　

印刷製本費

　

消耗品費

　

その他費用

１３０，０００

１１５，０００

６４，０００

１５０，７６０

１０３，９１９

４９，７２１

乙

　

２０，７６０

　

１１，０８１

　

１４，２７９

（まちづくり事務局運営経費）
パートナー情報紙印刷代（６回）、 封筒印刷代

事務消耗品、 事務用コピー代

食糧費（会議用お茶代）、 通信運搬費（切手代）、 賃借料

その他経費計 ３０９，０００ ３０４，４００ ４，６００

（管理費計：運営交付金小計） ２，８６３，０００ ２，６９０，４１１ １７２，５８９

経常費用計（支出の部合計） ２７，９２４，０００ ２６，６１９，１５７ １，３０４，８４３ 事業費 【１十２１十管理費 【３１

当期経常増減額（１－１１） Ｏ ４８６，０２５ △

　

４８６，０２５（当期 ［Ｒ６年度］ 収支差額）

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

　　　

Ｏ

２，２２２，２３５

　

４８６，０２５

２，２２２，２３５

‘

　

４８６，０２５

　　　

Ｏ

（当期 ［Ｒ６年度］ 繰越金：正味財産増加額）

（前期 ［Ｒ５年度］ 繰越金）

次期繰越正味財産額 ２，２２２，２３５ ２，７０８，２６０ ‘

　

４８６，０２５（次期 ［Ｒ７年度］ 繰越金）

－７－



管 丑対照表（協議会全体）
令和７年３月３１日

　

現在
南笠東学区まちづくり協議会

科

　　　　　

目 金

　　　　　

額

１

　

資産の部

　

１． 流動資産

　　

現金

　　

普通預金

　　

流動資産合計

　

２． 固定資産

　

（１） 有形固定資産

　　　

有形固定資産計

　　

（２） 無形固定資産

　　　

無形固定資産計

　　

（３） 投資その他の資産

　　　

投資その他の資産計

　　

固定資産合計

　

資産合計

ｎ

　

負債の部

　

１． 流動負債

　　

未払金

　　

未払消費税等

　　

未払費用

　　

貸館利用料預り金

　　

ゴミ袋等預り金

　　

流動負債合計

　

２． 固定負債

　　

各種引当金

　　

固定負債合計

　

負債合計

ｍ

　

正味財産の部

　　

前期繰越正味財産

　　

当期正味財産増減額

　

正味財産合計

　

負債及び正味財産合計

　

７０，８００

４，５２６，１０７

　　

Ｏ

４，５９６，９０７

　　

Ｏ

４，５９６，９０７

Ｏ

Ｏ

４８５，９０７

４４４，５００

２５５，１４０

２６，２００

９５，９００

１，３０７，６４７

　

５８１，０００

１，８８８，６４７

２，７０８，２６０

５８１，０００

２，２２２，２３５

　

４８６，０２５

４，５９６，９０７

貸借対照表・科目説明
（流動負債）未払金
（

　

〃

　　　

）未払消費税
（

　

〃

　　　

）未払費用

（

　

〃

　　　

）貸館利用料預り金
（

　

〃

　　　

）ゴミ袋等預り金

（固定負債）各種引当金

職員社会保険料３月分、 交付金精算に伴う返還金
令和６年度（下期）支払消費税分（５月末に支払）
業務委託費、 水道光熱費、 コピー代等の３月分支払
センター３月分貸館使用料、 草津市納入分
ゴミ袋販売受託（２月・３月分）に伴う草津市納入分
施設備品等整備引当金（積立金）

－８－



監 査 報 告 書

令和７年４月ゴ夕日

南笠東学区まちづくり協議会

会長

　

清水 和麿

　

様

南笠東学区まちづくり協議会

　　　　　　　

監事

　

も÷ 鞭 参 露～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

導き嘉島，

　　　　　

　

　

　 　 　 　 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　

　　

　

　

　　　　
　

私たち監事は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの会計年度における

会計および業務の監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告い

たします。

１， 監査の方法およびその内容

　　

（１） 会計監査については、帳簿ならびに関係書類の閲覧等一般に公正と認めら

　　　　

れる監査手続きを実施して、計算書類の正確性を検討しました。

　　

（２） 業務監査については、理事および事務局から業務の報告を聴取Ｌ、関係書類

　　　　

の閲覧等必要と認められる監査手続きを実施して、業務執行の妥当性を検

　　　　

討しまＬた。

２． 監査実施日

　　

（１） 中間監査

　

令和６年１１月２２日 （２） 期末監査

　

令和７年４月３０日（水）

３． 監査意見

　　

（１） 会計の監査結果

　　　

・財産目録、活動（収支）計算書および貸借対照表は、会計簿の記載金額およ

　　　　　　　　　　

し上う；て卜よう
び関係する証 悪書類と一致し、協議会の収支および財産の状況を正しく示

　　

していると認めます。

（２） 業務の監査結果

　

・業務執行および事業の実施に関する不正な行為または法令、協議会の会則等

　　

に違反する重大な事実はないと認めます。

　

・事業報告の内容については、 真実であると認めます。
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第２号議案

　

令和７年度南笠東学区まちづくり協議会役員の承認について

　

５月１０日開催の常任委員会で次の候補者を選考しましたので承認をお願いします

役職名 氏

　

名 所

　

属

会

　

長 清

　

水

　

和

　

麿 社会福祉協議会会長

副会長 棚

　

橋

　

幸

　

男
自治連合会会長
笠山町町内会長

事務局長 中

　

出

　

高

　

明 まちづくりセンター所長

会計責任者 高

　

山

　

明

　

美 まちづくりセンター主任

理

　

事 松

　

下

　

裕

　

子 新南笠町内会長

理

　

事 中

　

嶋

　

勝

　

治 東南笠町内会長

理

　

事 岡

　

田

　

隆

　

男 狼川町内会長

理

　

事 奥

　

村

　

－

　

奈 南笠ニュータウン町内会長

理

　

事 古

　

田

　

昌

　

平 人権教育推進協議会会長

理

　

事 藤

　

居

　

朋

　

寛 青少年育成学区民会議会長

理

　

事 大

　

塚

　　

潔 体育振興会会長

理

　

事 堀

　

江

　

和

　

男 南笠東小学校校長

監

　

事 北

　

浦

　

博

　

幸 南笠ニュータウン町内会

監

　

事 川

　

瀬

　

孝

　

弘 笠山町町内会

顧問（会則第１２条により会長が委嘱）

顧

　

問 川

　

瀬

　

善

　

行 元学区まちづくり協議会会長

‐１０－



第３号議案

　

令和７年度事業計画（案）および予算（案）について

（第３号議案－１

　

令和７年度事業計画（案））

　

南笠東学区まちづくり計画書２０２１の基本理念である「素敵な出会い

　

みんなで創るまち

　

南笠

　

東」と三つの基本方針に基づき、各事業部局は各種の事業を実施し、健やかで幸せな生活が実感

　

でき、人が輝くまちづくりを目指します

　　

（１）学区内のシンボル事業の実施

　　　　

ふれａｉフェス南笠東２０２５開催

　　

令和７年１０月２６日（日） … （会場）南笠東まちづくりセンター

（２）地域のふれあい推進、担い手確保、環境浄化、地域安全、交通安全の取り組み
（生活関連事業部局：自治連合会）

①地域のふれあい推進、担い手確保に関する取組み

　

◎地域のふれあい推進
・ふれａｉフェス南笠東２０２５

　　　　

実行委員会に参画し、 ふれａｉフェス南笠東を開催

　　　　

自治連ブース担当、 地域防犯等安全に対する取り組み

　　

・みなくさまつり

　

・防災フェスタ

　

◎担い手確保

　　

・自治連合会研修

②地域安全と交通安全の取り組み

　

◎地域安全の取り組み

　　

・草津市から割り当てのある防犯灯、防犯カメラの設置町内会の調整

　　

・草津栗東防犯自治会の理事、班長の協力

　　

・（草津警察署委嘱）子ども安全リーダーの協力

　　

・立命館大学スクールガードの支援

　　

・小委員会として子どもの安全を守る地域協議会の開催等

　

◎交通安全の取り組み

　　

・草津栗東地区交通対策協議会への協力と交通安全に係る啓発活動の実施
③災害に強いまちづくり

　　

・まちづくり協議会と連携し地域防災減災事業の実施、協力

　　

・防災災害時対応積立金の積み立て

（３）人権教育推進の取り組み（生活関連事業部局：人権教育推進協議会／自治連合会）

　

①第３・第４講座の開催

　　　

・第３講座

　

７月１８日 （金） ・第４講座

　

９月５日 （金） 於：まちづくりセンター

　

②各町内会で１０月～１１月にかけて町内学習懇談会を開催

　

③管外研修の実施

　

④ 実践発表のつどいの開催

　　

令和８年２月１４日 （土）

　

⑤広報紙「縛」の発行

（４）高齢者福祉、地域福祉推進の取り組み（健康福祉事業部局：社会福祉協議会）

　　

「第３次南笠東学区住民福祉活動計画」の「福祉の風土づくり」「住民主体の活動づくり」

　　

「粋をつむぐまちづくり」の３つの基本目標を柱に事業を展開し、 「社会的なつながり」

　　

「各種団体との連携」 「南笠東らしさ」を大切に「福祉のまちづくり」を推進

　

①学区敬老会事業、高齢者交流事業、高齢者見守り事業の実施

　

②地域福祉推進事業の実施

　　　

・健幸なまちプロジェクト、 支え合い運送支援事業 「送迎サポート」

　　　

・福祉懇談会の開催、 ふれａｉフェス２０２５、 ボランティア団体新春のつどい等

　　　

・広報紙の発行

（５）青少年健全育成の取り組み（青少年育成事業部局：青少年育成学区民会議）

　

人と人とのつながりがある温かい地域社会を構築するため、地域住民総ぐるみの「あいさ

　

つ声かけ運動」 の展開や、 青少年が 「南笠東学区で育って良かった」 と実感でき、 家族の
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きずなをより一層深める活動に引き続き取り組みを進めます。また、子どもたちにとって
安心・安全な環境を守る活動に努めます。
①

　

育成活動部会

　

・すこやかセミナーの開催、 地域子育てサロン （めだか学級） の開催、 青少年活動の推

　　

進、 町内ミニ会議の参加

② 非行防止部会

　

・愛の声かけあいさつ声かけ運動の推進、有害環境浄化及び初発型非行防止活動、研修

　　

会の開催、喫煙防止・薬物乱用防止の啓発運動
③広報部

　　

・市民会議広報啓発紙『若麦』の企画・編集

（６）地域スポーツの振興の取り組み（地域スポーツ事業部局：体育振興会）
南笠東学区スポーツ交流広場の実施

　

① ふれあい健幸ウオーキング

　　　　　　　　　

基本第３土曜日開催

　

② グラウンドゴルフ大会 ６月１５日（日）予定

　

③ 運 動 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１ 月

　

２ 日（日）予定

　

④ ソフ トバレー

　　　　　　　　　　　　　　　

毎週日曜日開催

　

・草津市チャレンジスポーツデー開催 １１月２３日 （木・祝）予定

　

・草津市学区対抗スポレク祭 ７月６日（日）予定

（７）地域協働合校に関する取り組み（地域協働合校推進事業部局）
第１分科会

　

まちづくりセンターを軸に展開する事業

　

①わんぱくプラザ事業の開催

　　

子どもの体験の場づくり（全８回）

　

②自主体験教室

　　

夏休み中の子ども達が自主教室の活動に参加し交流をする

第２分科会

　

南笠東小学校を軸に展開する事業（地域の方の支援を得てすすめる学習）

　　

・特別支援学級： 調理実習、畑で野菜作り、狼川探検、野菜屋さん

　　

・１年：さつまいもの生育活動、 昔遊び

　　

・２年：町探検、 九九の学習、 夏野菜・３年：総合

　

狼川環境学習

　　

・４年：総合

　

高齢者 （福祉） 学習～おじいちゃん、 おばあちゃんお元気ですか～

山や森林、 ゴミ（環境）学習、草津養護学校 （福祉）交流、肇体験

　

・５年：総合

　

びわ湖学習したことの発表 （環境）、 裁縫・ミシン、 糸のこぎり、

　　　　　　　　

肇 体 験

　

・６年：総合

　

防災学習・平和学習・生き方プロジェクト、 タブレットの使い方

（８）まちづくり事務局 （事務局：南笠東まちづくりセンター）

　

①南笠東まちづくりセンターの管理運営

　　

・施設の維持管理、貸館業務、講座の開催、サロン展示、地域のパネル展の実施

　　

・デジタルサイネージ（玄関）、 外掲示板やホームページを活用した情報の発信

　

②南笠東学区まちづくり協議会事務局業務

　　

・各事業部局間の調整・連絡業務、総会、会議、各事業の実行委員会等の事務業務

　　

・まちづくり協議会のホームページ掲載による情報発信

　　　

・地域パート－－ナー情報南笠東の発行（年６回） ・学区内の地域団体の運営サポート

　　

・地域のパネル展（学区事業写真および作品展）

　　

・南笠東学区地区防災計画書に基づく、防災減災の取り組み

　　

．市長とまちづくりトークの開催

　　

・温暖化防止の取り組み

　

③課題解決応援交付金事業の実施

　　

地域課題解決応援交付金事業の取り組み（第４期学区まちづくり計画の策定）

＊その他

　

各部局の実施事業は、草津市からの交付金が主な財源です。
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（第３号議案－２

　

令和７年度予算（案））

　　　　　　　　　　

令 和 ７ 年 度 活 動 予 算 書（協議会全体）案

　

期間：令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

南笠東学区まちづくり協議会

　　　　

（単位：円）

科

　　

目 予算額 （１）
前年度予算

　

額（２） 差異

　　

（１）‐（２） 内容説明

１

　

経常収益（収入の部）
１． 受取助成金等

　　

受取地方公共団体補助
２． 事業収益

　　

事業収益

　　

指定管理料

　　

受取手数料

　　

雑収益
３． その他収益

　　

受取利息

　　

雑収益

７，８３５，０００

　　

５２，０００

２１，０８７，０００

　　

６０，０００

　

１５０，０００

　　

３，０００

　　　

Ｏ

７，４７６，０００

　　

５２，０００

１９，４６０，０００

　　

６０，０００

　

２７６，０００

　　　

Ｏ

　

６００，０００

　

３５９，０００

　　　

Ｏ

１，６２７，０００

　　　

Ｏ

△

　

１２６，０００

　　

３，０００

△

　

６００，０００

　　

（草津市からの交付金収入）
交付金（一括７，４４７千円、 課題解決３８８千円）

　　

（指定管理関係事業収入）

やすらぎ学級受講料収入他
まちづくりセンター指定管理料収入（２１，０８７０千円）
ごみ袋交換、販売手数料等
印刷・コピー代収入

預金利息

経常収益計（収入の部合計） ２９，１８７，０００ ２７，９２４，０００ １，２６３，０００

口

　

経常費用（支出の部）

１． 事業費（交付金事業）

　　　

消耗品費

　　　

支払交付金

　　　

その他費用

　

１００，０００
３，９４９，０００

　

４６４，０００

　

４７０，０００
４，０４４，０００

　

９９，０００

△

　

３７０，０００
△

　

９５，０００

　

３６５，０００

（一括及び課題解決交付金事業、部局［団体］交付金分）他

部局交付金ル

厩型冨撮露普選甑島全篇朝
（事業費：交付金事業費小計） ４，５１３，０００ ４，６１３，０００ △

　

１００，０００

２． 事業費（指定管理事業等）

　　

（１） 人件費

　　　

給料手当

　　　

法定福利費

　　　

福利厚生費

１２，０８１，０００

２，１００，０００

　　

５０，０００

１０，５５０，０００

１，８５５，０００

　　

５８，０００

１，５３１，０００

　

２４５，０００

△

　

８，０００

（指定管理：まちづくりセンター事務局職員人件費）
センター職員給料手当（指定管理４名分）

職員社会保険料事業主負担分（指定管理４名分）
職員健康診断費、福利厚生費（互助会費）

人件費計 １４，２３１，０００ １２，４６３，０００ １，７６８，０００

（２） その他経費

　

業務委託費

　

消耗品費

　

水道光熱費

　

賃借料

　

租税公課

　

その他費用

２，５９７，０００

　

４７６，０００

１，５７０，０００

　

５６５，０００

１，２６４，０００

　

６４９，０００

２，３３９，０００

１，５４２，０００

１，５７０，０００

　

５２９，０００

１，２７２，０００

　

７３３，０００

　　

２５８，０００

‘

　

１，０６６，０００

　　　　

０

　　　

３６，０００

　　

△

　

８，００〇

　

△

　

８４，０００

（センター人件費除く運営経費十自主事業経費）
ＥＶ、消防設備、機械警備等保守点検料、夜間管理委託料

事務消耗品、事務用コピー代、新聞代、施設管理用消耗品，他

電気・水道・ガス代

印刷機、 複写機、 サーバー等リース代
消費税、 法人税、 法人市県民税、 収入印紙代等
諸謝金、印刷製本費、通信運搬費、修繕費（２００千円）、保険料

その他経費計 ７，１２１，０００ ７，９８５，０００ △

　

８６４，０００

（事業費：指定管理小計） ２１，３５２，０００ ２０，４４８，０００ ９０４，０００

３． 管理費（一括交付金事務費）

　　

（１） 人件費

　　　

給料手当

　　　

法定福利費

　　　

福利厚生費

２，５２６，０００

　

４７８，０００

　　

９，０００

２，１８７，０００

　

３５８，０００

　　

９，０００

３３９，０００

１２０，０００

　　

Ｏ

（まちづくり協議会事務局職員人件費）
事務局職員給料手当（交付金１名分）

職員社会保険料事業主負担分（交付金１名分）
職員健康診断費、福利厚生費（互助会費）

人件費計 ３，０１３，０００ ２，５５４，０００ ４５９，０００

（２） その他経費

　

印刷製本費

　

消耗品費

　

その他費用

１６０，０００

８０，０００

６９，０００

１３０，０００

１１５，０００

６４，０００

　

３０，０００

△

　

３５，０００

　　

５，０００

（まちづくり事務局運営経費）
パートナー情報紙印刷代（６回）、封筒印刷代
事務消耗品、 事務用コピー代

食糧費（会議用お茶代）、通信運搬費（切手代）、 賃借料

その他経費計 ３０９，０００ ３０９，０００ Ｏ

（管理費計：交付金事務費小計） ３，３２２，０００ ２，８６３，０００ ４５９，０００

経常費用計（支出の部合計） ２９，１８７，０００ ２７，９２４，０００ １，２６３，０００事業費【１十２１十管理費【３１

当期経常増減額（１‐１１） Ｏ Ｏ Ｏ（当期 ［Ｒ７年度］ 収支差額）

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

　　　

Ｏ

２，７０８，２６０

　　　

Ｏ

２，２２２，２３５

　　

Ｏ

４８６，０２５

（当期 ［Ｒ７年度］ 繰越金）

（前期 ［Ｒ６年度］ 繰越金）

次期繰越正味財産額 ２，７０８，２６０ ２，２２２，２３５ ４８６，０２５（次期 ［Ｒ８年度］ 繰越金）
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南笠東学区まちづくり協議会会則

第１条（名称および事務所）

　　

本会は、南笠東学区まちづくり協議会と称し、

　

事務所を南笠東まちづくりセンター内に置く。

第２条（目的）

　

本会は、草津市（行政）と地域の密接な関係を保

　

ち協働して南笠東学区（以下「学区」という。）のま

　

ちづくり構想の推進を図るとともに学区の諸団体

　

の自主的な活動と連携によって豊かで住みやす

　

い地域づくりを推進することを目的とする。

第３条（事業）

　

本会は、次に掲げる事業を行う。

　

（１）官・民協働による事業の推進

　

（２）地域団体の協働による事業の実施調整

　

（３）地域まちづくり情報の発信

　

（４）学区内の公的施設の管理・運営

　

（５）その他第２条の目的を達成するために必要

　　　

な事業

第４条（構成員）

　

本会の構成員は、学区の住民組織および学区

　

内に関係する団体・公的機関ならびに施設を含

　

む市民とする。

　

２．前項の住民組織、団体、公的機関ならびに施

　

設は別に定める。

第５条（役員）

　　

本会に次の役員を置く。
（１）会

　

長 １名 副会長

　

１名

　

（２）事務局長１名 事務局次長２名以内

　

（３）会計責任者１名

　

（４）理

　

事

　　

８名以内

　

（５）監

　

事

　　

２名

２．役員の任期は１年とし、通常総会の終了時点か

　

ら次年度の通常総会の終了時点までとする。

第６条（役員の選出）

　

役員の選考は、第９条で定める常任委員会で候
補者を推薦し、総会に諮り決定する。
２．任期の途中で役員の欠員もしくは補充の必要が

　

生じた場合、常任委員会で後任の役員を選出し、

　

その役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第７条（役員の任務）

　　

役員の任務は、次のとおりとする。
（１）会長は、本会を代表し、学区事業の調整にあた

　

る。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき

　

はその職務を代行する。

（３）事務局長ならびに事務局次長は、会長を補佐

　

し、会務に必要な事務を担当する。
（４）会計責任者は、本会の会計事務を掌握する。
（５）理事は、第１１条に定める事業部局の事業の実

　

施調整に関する分野および会長の特命による

　

任務を遂行する。
（６）監事は、事業ならびに会計の監査を行う。

第８条（総会）

　

総会は、協議会の最高議決機関で、次の事項を
審議決定する。
（１）事業の計画および予算の決定に関すること。
（２）事業報告および決算の承認に関すこと。
（３）役員の承認に関すること。
（４）会則の制定および改廃の承認に関すること。
２．総会は、年１回するものとし、第４条第２項に定

　

める単位の代表者による代議員制とする。
３．総会は、会長が招集する。
４．総会の議事は、出席者の過半数の同意を得て

　

決定する。

第９条（常任委員会）

　

本会の会務の適切な運営を図るため、次の者
から構成される常任委員会を設置する。
（１）草津市事務委嘱者
（学区内単位町内会長）

（２）町内会から委員を選出している次の地域協議

　　

会の代表

　

（ア）人権教育推進協議会

　

（イ）社会福祉協議会

　

（ウ）青少年育成学区民会議

　

（工）体育振興会

２．常任委員会は、事業の円滑な運営を図るため、
次の任務を司る。

　

（１）役員候補者の選出に関すること。

　

（２）任期の途中で役員に欠員もしくは補充の必

　

要が生じた場合の後任役員の承認に関するこ

　

と。

　

（３）第８条第２項で定める単位の代表者による

　

代議員の選出に関すること。

　

（４）顧問の承認に関すること。

　

（５）その他、会長が審議を必要と認める事項。

３．常任委員会は、会長が招集する。
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第１０条（役員会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１４条（会計期間）

　

役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次

　　　　

本会の会計期間は、毎年４月１日から翌年３月

　

長、会計責任者、理事で構成する。

　　　　　　　　　

３１日までとする。
２．役員会は、次の事項を審議する。

　

（１）総会に付議する事項。

　　　　　　　　　　　　

第１５条（雑則）

　

（２）事業の執行に関すること。

　　　　　　　　　　　　

この会則に定めるもののほか、必要な事項につ

　

（３）部局間の事業の調整に関すること。

　　　　　　　

いては、常任委員会で定める。

　

（４）その他、会長が審議を必要と認める事項。
３．役員会は、会長が招集する。

　　　　　　　　　　　

付記

４．役員会には、必要に応じて監事の出席を求める

　　　

この会則は、平成２３年６月４日より施行する。

　

ことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平 成２６年５月２５日

　

改 訂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平 成２７年５月２４日

　

改 訂

第１１条（事業部局および事務局）

　　　　　　　　　　　　　　　

平成２９年５月２６日

　

改訂

　

第３条の事業を次のとおり区分し、事業部局を

　　　　　　　　

令和２年５月２２日

　

改訂

　

構成する。
（１）生活関連事業部局

　　

地域環境・人権・防災や地域の安全に関す

　

る内容

（２）健康福祉事業部局

　　

地域福祉・健康に関する取り組み
（３）青少年育成事業部局

　　

青少年の健全育成ならびに非行防止活動に

　

関する内容
（４）地域スポーツ事業部局

　　

地域スポーツの振興に関する内容
（５）地域協働合校推進事業部局

　　

草津市で進める地域協働合校推進に関する学

　　

区の事業展開

２．事業部局は、協働の体制づくりに必要な委員会

　

または分科会を置くことができる。

３．協議会の円滑な運営ならびに事業部局間の調

　

整を図るため事務局を設置する。
４．事務局が担当する業務は次のとおりとする。
（１）学区内のまちづくり推進ならびに事業部局間

　

の調整

（２）南笠東まちづくりセンターの管理運営業務
（３）その他、会長から指示のある事項

第１２条（顧問）

　

本会に顧問を置くことができる。
２．顧問は、常任委員会の承認を得て、会長が委嘱

　

する。任期は、役員の任期に準ずる。
３．顧問は、会長の要請に応じて各種会議に出席

　

し、助言を行うことができる。

第１３条（会計）

　

本会の費用は、市からのまちづくり協議会に対
する交付金、助成金、委託料ならびに地域の自

　

主財源によって賄うものとする。
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